
愛知県外国人介護人材受入促進事業費補助金交付要綱 

 

 （通則） 

第１ 愛知県外国人介護人材受入促進事業費補助金（以下「補助金」という。）は、外国人

介護人材が県内の介護現場において円滑に就労・定着できるよう、外国人介護人材受入

環境の整備に係る取組や海外現地での外国人介護人材確保に係る取組を行う受入事業所

等に交付するものとし、その交付に関しては、愛知県補助金等交付規則（昭和５５年愛

知県規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところ

による。 

 

 （交付の対象及び交付額の算出） 

第２ 交付の対象とする事業は、愛知県外国人介護人材受入促進事業実施要綱（以下「実

施要綱」という。）に基づき実施される事業（以下「補助事業」という。）とし、この実施

に必要な経費のうち、補助金交付の対象として知事が認める経費（以下「補助対象経費」

という。）について予算の範囲内で交付する。 

２ 基準額及び補助対象経費は別表のとおりとし、次により算出された額を交付額とする。 

（１）別表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較し

て少ない方の額を選定する。 

（２）（１）により選定された額と当該事業に要する総事業費から寄付金その他の収入額を

控除した額とを比較して少ない方の額を補助基本額とする。 

（３）（２）の補助基本額に別表の第３欄の補助率を乗じて得た額を交付額とする（算出し

た額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。）。 

３ 補助事業に対し、他の同種の補助金等の交付を受けている場合は補助の対象とならな

い。 

 

 （申請手続） 

第３ 規則第３条の規定による申請書及び添付書類の様式は、様式１号のとおりとする。 

２ 前項の規定による申請書等の提出期限は、別に定める。 

 

 （申請の取下げ） 

第４ 規則第７条に規定する申請の取下げ期日は、交付決定の通知を受けた日から３０日

以内とし、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。 

 

 （計画変更の承認） 

第５ 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合は、様式２号による変更交

付申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定を受け

た補助金の額に変更をきたさない場合における次の各号に定める変更については、この

限りでない。 

（１）補助目的達成のための弾力的運用に伴う事業内容の変更 

（２）補助目的を損なわない事業計画の細部の変更 



２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又

は条件を付することがある。 

 

 （補助事業の中止又は廃止） 

第６ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、知事に

その理由を記載した書類を提出し、承認を受けなければならない。 

 

 （実績報告） 

第７ 規則第１３条の規定による実績報告書及び添付書類の様式は、様式３号のとおりと

する。 

２ 前項に定める実績報告書の提出期限は、補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を

含む。以下同じ。）の日から起算して３０日を経過した日、又は翌年度の４月５日のいず

れか早い期日までとする。 

 

 （補助金の交付） 

第８ 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、知事が特別の理由があると認めた

ときは、その全部又は一部を概算払いにより交付することがある。 

 

 （交付の条件） 

第９ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（２）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければ

ならない。 

（３）補助事業者は、規則第１０条に規定する関係書類を整備し、補助金の額の確定の日

（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度

の終了後５年間保存しておかなければならない。 

 

 （消費税仕入控除税額の報告） 

第 10 補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定し

た場合は、様式４号により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 前項の報告があった場合には、知事は当該仕入控除税額の全部又は一部に相当する金

額を納付させることがある。 

 

 （実施細則） 

第 11 この要綱の実施に関し、必要な細則は別に定める。 

 

 

 



 

 

   附 則 

 この要綱は令和６年８月２１日に施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は令和７年６月１８日に施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

別表 

 

 

１ 基 準 額 ２ 対 象 経 費 ３ 補 助 率 

（１）外国人介護人材定

着促進事業 

 

１事業所当たり 300 千円 

外国人介護人材受入事業所にお

ける外国人介護人材の介護現場

における円滑な就労・定着を促

進することを目的とした外国人

介護人材の活躍に資するツール

等の導入支援及び活用促進等の

実施に要する次に掲げる経費 

 

給料、職員手当等、報酬、報償費、

旅費、需用費（消耗品費、燃料費、

印刷製本費、光熱水費、修繕料、

食糧費）、会議費、使用料、賃借

料、役務費（雑役務費、通信運搬

費、保険料、手数料）、委託料、

備品購入費（単価 30 万円以上の

備品を除く。）、負担金、補助金 

 

 

 

 

    ３ 

    ４ 

（２）外国人介護人材獲

得強化事業 

 

1 法人当たり 500 千円 

外国人介護人材の確保を目的と

した海外におけるマーケティン

グ活動、海外現地の学校等との

関係構築、海外現地での説明会

開催等の広報活動等の実施に要

する次に掲げる経費 

 

給料、職員手当等、報酬、報償費、

旅費、需用費（消耗品費、燃料費、

印刷製本費、光熱水費、修繕料、

食糧費）、会議費、使用料、賃借

料、役務費（雑役務費、通信運搬

費、保険料、手数料）、委託料、

備品購入費（単価 30 万円以上の

備品を除く。）、負担金、補助金 
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